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○ 取扱い 

 内視鏡下経鼻的手術時の人工硬膜（吸収型）の算定は、原則として認め

られる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 内視鏡下経鼻的手術後の髄液漏は、頭蓋内感染を来す危険性が高いこと

から硬膜切開部を確実に閉塞する必要がある。 

 以上のことから、内視鏡下経鼻的手術時の人工硬膜（吸収型）の算定は、

原則として認められると判断した。 

 なお、使用量については、医学的に妥当な範囲で個々の症例ごとに判断

することとする。 

 


